
 

 

デ
ジ
タ
ル
庁 

○ 
 

 
 

 

令
第
九
号 

 

総 
務 

省 

地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
の
標
準
化
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
四
十
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
各
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
に
共
通
す
る
基
準
の
う
ち
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
等
に
関
す
る
標
準
を
定
め
る
命
令

を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
八
年
三
月
二
十
四
日 

内
閣
総
理
大
臣 

高
市 

早
苗 

総
務
大
臣 

林 
 

芳
正 

地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
の
標
準
化
に
関
す
る
法
律
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
各
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
に

共
通
す
る
基
準
の
う
ち
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
等
に
関
す
る
標
準
を
定
め
る
命
令 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
命
令
は
、
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
の
標
準
化
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
各
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
に
共
通
す
る
基
準
の
う
ち
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
等
に
関
す
る

標
準
（
以
下
「
非
機
能
要
件
の
標
準
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 



 

 

（
用
語
の
意
義
） 

第
二
条 
こ
の
命
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

一 

地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム 

法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。 

二 

ク
ラ
ウ
ド
利
用
情
報
シ
ス
テ
ム 

ク
ラ
ウ
ド
・
コ
ン
ピ
ュ
ー
テ
ィ
ン
グ
・
サ
ー
ビ
ス
関
連
技
術
（
官
民
デ
ー
タ
活
用
推

進
基
本
法
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
ク
ラ
ウ
ド
・
コ
ン
ピ
ュ
ー
テ
ィ
ン
グ
・
サ
ー

ビ
ス
関
連
技
術
を
い
う
。
）
を
活
用
し
た
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
を
い
う
。 

（
非
機
能
要
件
の
標
準
） 

第
三
条 

ク
ラ
ウ
ド
利
用
情
報
シ
ス
テ
ム
の
非
機
能
要
件
の
標
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

ク
ラ
ウ
ド
利
用
情
報
シ
ス
テ
ム
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
要
件
に
適
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
し
、
そ
の

細
目
は
、
内
閣
総
理
大
臣
及
び
総
務
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
。 

イ 

可
用
性
（
ク
ラ
ウ
ド
利
用
情
報
シ
ス
テ
ム
の
継
続
的
な
利
用
の
実
現
に
関
す
る
事
項
を
い
う
。
） 

ロ 

性
能
・
拡
張
性
（
ク
ラ
ウ
ド
利
用
情
報
シ
ス
テ
ム
の
性
能
又
は
将
来
に
お
け
る
ク
ラ
ウ
ド
利
用
情
報
シ
ス
テ
ム
の
拡



 

 

張
に
関
す
る
事
項
を
い
う
。
） 

ハ 
運
用
・
保
守
性
（
ク
ラ
ウ
ド
利
用
情
報
シ
ス
テ
ム
の
運
用
又
は
保
守
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
事
項
を
い
う
。
） 

ニ 

移
行
性
（
ク
ラ
ウ
ド
利
用
情
報
シ
ス
テ
ム
を
再
構
築
す
る
場
合
に
お
け
る
設
備
若
し
く
は
機
器
又
は
デ
ー
タ
の
移
行

に
関
す
る
事
項
を
い
う
。
） 

ホ 

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
（
ク
ラ
ウ
ド
利
用
情
報
シ
ス
テ
ム
の
安
全
性
の
確
保
に
関
す
る
事
項
を
い
う
。
） 

ヘ 

シ
ス
テ
ム
環
境
・
エ
コ
ロ
ジ
ー
（
ク
ラ
ウ
ド
利
用
情
報
シ
ス
テ
ム
の
設
置
環
境
又
は
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
へ
の
配
慮

に
関
す
る
事
項
を
い
う
。
） 

二 

ク
ラ
ウ
ド
利
用
情
報
シ
ス
テ
ム
は
、
安
全
性
及
び
信
頼
性
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
等
が
講
じ
ら
れ
る
も
の
と

す
る
。 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
命
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
地
方
公
共
団
体
が
利
用
す
る
ク
ラ
ウ
ド
利
用
情
報



 

 

シ
ス
テ
ム
で
、
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
の
標
準
化
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
標
準
化
対
象
事
務
を

定
め
る
政
令
に
規
定
す
る
デ
ジ
タ
ル
庁
令
・
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
を
定
め
る
命
令
（
令
和
四
年
デ
ジ
タ
ル
庁
・
総
務
省

令
第
一
号
）
第
七
条
第
三
号
、
同
条
第
四
号
、
第
九
条
各
号
、
第
十
一
条
、
第
十
二
条
各
号
、
第
十
三
条
各
号
、
第
十
四
条
、

第
十
五
条
及
び
第
十
六
条
各
号
に
規
定
す
る
事
務
の
処
理
に
関
す
る
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
は
、
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
く
当
該
各
シ
ス
テ
ム
に
係
る
主
務
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
要
件
に
適
合
す
る
こ
と
が
困
難
な
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
二
条 

こ
の
命
令
の
施
行
の
際
現
に
地
方
公
共
団
体
が
利
用
す
る
ク
ラ
ウ
ド
利
用
情
報
シ
ス
テ
ム
で
、
機
能
標
準
化
基
準

（
法
第
六
条
第
一
項
の
基
準
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
共
通
機
能
の
標
準
（
法
第
七
条
第
一
項
の
基

準
の
う
ち
、
各
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
に
共
通
す
る
基
準
の
う
ち
全
て
の
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
に
共
通
し

て
実
装
す
る
こ
と
が
で
き
る
機
能
の
標
準
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
適
合
す
る
も
の
の
う
ち
、
非
機
能

要
件
の
標
準
に
適
合
す
る
こ
と
が
困
難
な
も
の
と
し
て
内
閣
総
理
大
臣
及
び
総
務
大
臣
が
認
め
る
地
方
公
共
団
体
の
ク
ラ
ウ



 

 

ド
利
用
情
報
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
は
、
こ
の
命
令
の
規
定
は
、
こ
の
命
令
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
超
え
な
い
範

囲
内
に
お
い
て
内
閣
総
理
大
臣
及
び
総
務
大
臣
が
定
め
る
日
か
ら
適
用
す
る
。 

２ 

こ
の
命
令
の
施
行
の
際
現
に
地
方
公
共
団
体
が
利
用
す
る
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
で
、
機
能
標
準
化
基
準
又
は
共

通
機
能
の
標
準
に
適
合
す
る
こ
と
が
困
難
な
も
の
と
し
て
所
管
大
臣
が
認
め
る
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
は
、
こ
の
命
令
の
規
定

は
、
当
該
シ
ス
テ
ム
の
機
能
標
準
化
基
準
又
は
共
通
機
能
の
標
準
の
適
用
日
か
ら
適
用
す
る
。 


